
町
職
員
人
事
異
動

４
月
１
日
付（  

）内
前
課
等

（
配
置
換
え
等
は
課
長
補
佐
級
以
上
の
み
掲
載
）

H19 H20 H21 H22 H23

517 636 660 743 757

484 576 603 670 663

城里町における救急車の出動件数及び搬送者数

救急車出動件数（件）

搬送者数（人）

資料提供：水戸市消防本部
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　救急車の出動回数は年々増加しています。救急車は急いで病院へ搬送しなければならない場合や、他に病
院へ搬送する手段がない場合に活用するよう定められていますが、中には搬送を必要としない場合も多くあ
り、重症患者のもとへ向かう救急車の到着が遅れてしまうおそれがあります。
　町内の消防署（水戸市消防本部北消防署城里出張所）に配備
されている救急車は１台です。
　救急車を呼んだ時に城里出張所の救急隊が出動していると
水戸市内の別の救急隊が出動するため到着までに時間がかか
ります。
　そのため、軽い病気やけがで救急車を利用すると、重症や
重篤な患者の搬送に支障をきたす恐れがありますので、救急
車の正しい利用にご理解とご協力をお願い
します。

　★意識がない　★呼吸が困難である　★骨折をして動けない　
　★けいれんが続いている　★広範囲にわたってヤケドをした　★大量出血をした　など

　■風邪をひいた　■首を寝違えた　■突き指をした　■歯が痛い　など　
　以下の方法で休日や夜間に受診できる病院を探すことができます。
　○茨城県救急医療情報システム　
　　パソコンからhttp://www.qq.pref.ibaraki.jp/　携帯電話からhttp://www.qq.pref.ibaraki.jp/kt/
　○茨城子ども救急電話相談（受付時間／午後６時30分から午後11時30分）
　　プッシュ回線の固定電話、携帯電話からは局番なしの＃8000　その他の電話からは 　029‐254‐9900
　○救急医療情報コントロールセンター　　029‐241‐4199
　　24時間体制で休日や夜間に救急対応している医療機関（歯科を除く）を案内しています。
問合せ　総務課　消防防災グループ　　029‐288‐3111（内線223）

 救急車の適正利用にご協力を！


